
福島工業高等専門学校 基準３ 

基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

 

（観点に係る状況） 

本校には一般科目担当教員として専任教員 24 人，非常勤講師 18 人の合計 42 人が配置されており，

専任教員 24 人すべてが講師以上である（資料３－１－①－１）。 

教科ごとの人員配置をみると，専任教員が数学６人，英語６人，国語３人，物理３人，社会４人，

体育２人，非常勤講師が数学２人，英語（第二外国語を含む）７人，国語２人，物理（生物を含む）

２人，体育２人，芸術１人，留学生特設科目２人となっている。なお，専任教員のうち数学２人と物

理２人は，組織上機械工学科に所属し，応用数学，応用物理を担当することとなっているが，それら

の科目以外にも一般科目の数学，物理の授業を担当しているので，一般科目担当教員として扱った。 

このような人員配置は，「卒業時に身につけるべき学力や資質・能力」のうち，主に一般科目が担

っている「人や社会や環境に配慮できる能力を養うための，倫理・教養」，「情報技術を活用したプ

レゼンテーション能力とコミュニケーション能力」を達成するために必要な授業科目構成に合致させ

たものである。特に「コミュニケーション能力」を養成するために英語科の専任教員に加え，外国人

のネイティブ・スピーカー４人を非常勤講師として配置している。また，本校にはビジネス系の学科

であるコミュニケーション情報学科が設置されていることから，人文・社会系科目を担当する専任教

員が多く配置されている。 

また，理数系科目担当専任教員９人中６人（67％）が博士の学位を，文科系科目担当専任教員 15

人中１人が博士の学位を，12 人（合わせて 87％）が修士の学位を取得しており，高等専門学校にふ

さわしい高度な基礎教育が可能となっている。この数値は国立高等専門学校機構の中期計画に記され

ている「教員の学位取得者の割合」に関する目標（理数系では 70％以上が博士，文科系では 80％以

上が修士以上の取得者）に近い数字となっている。なお，一般科目担当教員については，各自の専門

分野に対応した授業科目をそれぞれ担当している（資料３－１－①－２）。 

 

資料３－１－①－１ 

一般科目担当専任教員配置表（平成 19 年４月１日現在） 

 

（出典：総務課資料） 
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資料３－１－①－２ 

一般科目担当専任教員及び非常勤講師担当授業科目表（平成 19 年度） 

 

専任教員 

 



福島工業高等専門学校 基準３ 

非常勤講師 

 

（出典：総務課・学生課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

高等専門学校設置基準第６条第２項には，「高等専門学校では，入学定員５学級を編制する場合，

一般科目を担当する教員の数は 22 人を下ってはならない。」とあるが，本校では一般科目担当の専

任教員数は 24 人ですべて講師以上であり，設置基準を満たしている。また，一般科目担当の専任教

員及び非常勤講師は，本校の「学習・教育目標」，「卒業時に身につけるべき学力や資質・能力」に

沿った教育課程の授業科目構成に合わせて各教科にバランスよく配置され，さらに各自の専門分野に

対応した授業をそれぞれ担当している。以上の理由から，本校の一般科目担当教員は適切に配置され

ている。 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

 

（観点に係る状況） 

資料３－１－②－１に示すように，専門科目担当教員として専任教員 54 人，非常勤講師 23 人の合

計 77 人が配置されている。学科ごとの人員配置（かっこ内は非常勤講師の人数で外数）は，機械工

学科 11 人（３人），電気工学科 10 人（５人），物質工学科 13 人（７人），建設環境工学科 10 人

（３人），コミュニケーション情報学科 10 人（５人）となっている。なお，工学に関する４つの学

科（機械工学科，電気工学科，物質工学科，建設環境工学科）では，専任教員 44 人中 16 人が教授，

14 人が准教授，７人が講師，７人が助教である。なお，物質工学科は４年次以降で物質コースと生

物コースの分かれるコース制を敷いているため，他の学科に比べて教員の配置数が多くなっている。

さらに，１人は組織上一般教科に所属し，一般化学を担当することとなっているが，他にも物質工学

科の専門科目の授業を担当しているので，専門科目担当教員として扱った。 

また，「工学に関する学科以外の学科」であるコミュニケーション情報学科では，専任教員 10 人

中４人が教授，１人が准教授，４人が講師，１人が助教である。 

なお，専任教員 54 人中 43 人（80％）が博士の学位を取得しており，高等専門学校にふさわしい高

度な専門教育が可能となっている。この数値は国立高等専門学校機構の中期計画にある「教員の学位

取得者の割合」に関する目標（専門学科では 70％以上が博士の取得者）を上回っている。 

さらに，専門科目を担当する専任教員は，各々の専門分野に対応した授業科目をそれぞれ担当して

いる（資料３－１－②－２）。また，「卒業時に身につけるべき学力や資質・能力」として挙げてい

る「モノづくりやデザイン能力を生かした，創造的実践力」ならびに本校が「養成する人材像」とし

ている「実践的技術者」（工学系学科），「実践的ビジネスマン」（ビジネス系学科）に対応して，

企業での実務経験をもつ専任教員が各学科に複数人配置され，さらに工学系学科には技術士の資格を

もつ専任教員も２人，ビジネス系学科には税理士の資格をもつ専任教員も１人配置されている（資料

３－１－②－３）。 

 

資料３－１－②－１ 

専門科目担当専任教員配置表（平成 19 年４月１日現在） 

 

（出典：総務課資料） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

 

資料３－１－②－２ 

専門科目担当専任教員及び非常勤講師担当授業科目表（平成 19 年度） 

専任教員 
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非常勤講師 

 

（出典：総務課・学生課資料） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－１－②－３ 

専門科目担当専任教員の実務経験（平成 19 年４月１日現在） 

 

（出典：総務課資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

高等専門学校設置基準第６条第３項及び第４項（第３項の定めを準用）には，「教員のうち，専門

科目を担当する専任者の数は，当該学校に５の学科を置くときは，36 人の専任教員（助手を除く）

下ってはならない。」と定められているが，本校では，専門科目担当の専任教員数は 54 人ですべて

助教以上であり，設置基準を満たしている。また，高等専門学校設置基準第８条には，「専門科目を

担当する専任の教授及び准教授の数は，一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教

員数との合計数の２分の１を下ってはならない。」と記されているが，一般科目を担当する専任教員

22 人，専門科目を担当する専任教員 36 人，合計 58 人という必要人数に対して，本校では専門科目

を担当する教授及び准教授の数は 35 人であり，設置基準を満たしている。さらに，専門科目担当教

員はそれぞれ各自の専門分野に対応した授業科目を担当するようになっている。また，本校の「学習

・教育目標」や「卒業時に身につけるべき学力や資質・能力」，「養成する人材像」に対応して企業

での実務経験者を各学科に複数人配置し，学科によっては技術士や税理士の資格を有する専任教員も

配置している。以上の理由から，本校の専門科目担当教員は適切に配置されている。 

 

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

本校には，機械・電気システム工学専攻，物質・環境システム工学専攻，ビジネスコミュニケーシ

ョン学専攻の３専攻が設置されており，工学系とビジネス系とのシナジー教育が実現でき，他高専で

は実現困難とされる大学学部レベルでの技術経営（MOT）教育が可能となっている。このような特徴

ある実践教育を行うことにより，より高度で専門的な学術を修得するとともに，豊かな教養と人格を

備え，広く産業の発展に寄与する人材としての「経営のわかる実践的技術プロフェッショナル」（工

学系２専攻）もしくは「技術のわかる実践的ビジネスプロフェッショナル」（ビジネス系専攻）を養

成することを本校専攻科課程の目標としている。その達成のために，専攻科担当教員は「福島工業高

等専門学校専攻科を担当する教員に関する要項」（資料３－１－③－１）にしたがって選考され配置

されている。 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－１－③－１ 

福島工業高等専門学校専攻科を担当する教員に関する要項 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

専攻科課程の一般科目では，より深い一般基礎知識を教授するために，博士または修士の学位を

取得している教員が各自の専門分野に対応した授業科目を担当するように適切に配置されている（資

料３－１－③－２）。特に「専攻科修了時に身につけるべき学力や資質・能力」として挙げている

「国際社会で必要なコミュニケーション能力」や「地球的視野から人や社会や環境に配慮できる能力

（技術者倫理）」に対応して，「英語学」や「倫理学」を専門分野とする専任教員をそれぞれ配置し

ている（資料３－１－③－２）。 

 

資料３－１－③－２ 

専攻科一般科目担当教員の授業科目表（平成 19 年度） 

 

（出典：総務課・学生課資料） 

 

専攻科の専門科目及び専門関連科目についても，博士の学位を有し且つ研究実績の十分な教員が，

各自の専門分野に対応した授業科目を担当するように配置されている（資料３－１－③－３）。また，

「専攻科課程修了時に身につけるべき学力や資質・能力」として挙げている「モノづくりやシステム

デザイン能力を生かした，創造的実践力」や「養成する人材像」としている「経営のわかる実践的技

術プロフェッショナル」（工学系２専攻）もしくは「技術のわかる実践的ビジネスプロフェッショナ

ル」（ビジネス系専攻）に対応して，企業での実務経験のある専任教員が複数人配置されており，工

学系専攻には技術士の資格をもつ専任教員も２人，またビジネス系専攻には税理士の資格をもつ専任

教員も１人配置されている。さらに，本校専攻科の特色であるシナジー教育や技術経営(MOT)教育に

も配慮して，「生産管理」や「技術経営」を専門とする専任教員も配置されている。 
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資料３－１－③－３ 

専攻科専門科目及び専門関連科目担当教員の授業科目表（平成 19 年度） 

専任教員 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

 

 

 

 

非常勤講師 

 

（出典：総務課・学生課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の専攻科担当教員は「福島工業高等専門学校専攻科を担当する教員に関する要項」に従って選

考され，「専攻科修了時に身につけるべき学力や資質・能力」に合致するように，各教員は各自の専

門分野に対応した授業科目をそれぞれ担当している。また，専攻科担当教員は，十分な研究実績をも

つ博士の学位取得者を中心に配置されており，本校専攻科課程の「専攻科修了時に身につけるべき学

力や資質・能力」，「養成する人材像」に対応して，企業での実務経験者や技術士，税理士の資格も

有する専任教員も複数人配置するとともに，さらに本校の特色である「シナジー教育」や「技術経営

(MOT)教育」に適任の専任教員を配置している。以上の理由から，専攻科の教育の目的に照らして教

員の専門分野と担当授業科目を対応させ，専攻科の授業科目担当教員を適切に配置している。 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

 

観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられ

る。）が講じられているか。 

 

（観点に係る状況） 

専任教員の採用は，教員の年齢構成や性別構成を考慮して行っている。本校での専任教員の年齢

構成は，20 代が６人，30 代が 23 人，40 代が 28 人，50 代が 15 人，60 代が６人であり，特定の年齢

に著しく偏ってはいない（資料３－１－④－１）。また，本校では，現在５人の女性の専任教員が在

籍しており，女性教員の採用にも努めている。 

なお，教員採用においては，年齢，性別のみならず企業での実務経験，教育経歴や技術士等の資

格の取得状況も考慮している（資料３－１－④－２）。教員採用は原則として公募制で行っているが，

教員採用に関する規定等については，次の観点３－２－①において詳しく述べる。 

 

資料３－１－④－１ 

専任教員年齢階級別・性別集計表（平成 19 年４月１日現在） 

 

（出典：総務課資料） 
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資料３－１－④－２ 

過去５年間の教員採用実績表 

 

（出典：総務課資料） 



福島工業高等専門学校 基準３ 

また，本校では専任教員の在職中における学位取得を積極的に支援しており，過去５年間において

延べ９人の教員が博士の学位を，また１人の教員が修士の学位を取得している（資料３－１－④－

３）。さらに，現在４人の教員が大学院に在籍もしくは単位取得退学をしており，今後の博士学位取

得に向け努力している。 

なお，本校では「福島工業高等専門学校教育功労者等の表彰の実施について」の規則に基づき，教

育活動等で功績のあった教職員を表彰する制度があり（資料３－１－④－４），毎年数名の教職員に

対して表彰を実施している（資料３－１－④－５）。 

 

資料３－１－④－３ 

専任教員在職中の学位取得支援状況 

 

（出典：総務課資料） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－１－④－４ 

福島工業高等専門学校教育功労者等の表彰の実施について 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

 

資料３－１－④－５ 

福島工業高等専門学校教育功労者等一覧 

 

（出典：総務課資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では，在職中の専任教員に対して博士の学位取得を積極的に支援しており，また，教育活動面

で特に功績のあった教職員を表彰する制度を設け，毎年表彰を実施している。さらに,新たな教員の

採用に当たっては，教員組織の活動をより活発化するために，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴

や実務経験への配慮等を講じている。 

 

 

観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では，教員の採用・昇任については高等専門学校設置基準のほか，教員の採用・昇任に係る選

考基準として「福島工業高等専門学校教員選考基準」（資料３－２－①－１）及び「福島工業高等専

門学校教員選考内規」（資料３－２－①－２）が定められている。また，専攻科担当教員は「福島工

業高等専門学校専攻科を担当する教員に関する要項」（資料３－１－③－１）により選考されている。

教員の採用にあたっては，公募制を導入し，教育実績及び業務実績，学位取得状況等を勘案すること

としている。また，昇任にあたっては，教育業績（教育上の能力），研究業績，校務分掌での経歴及

び学位取得状況等の基準を満たすことを条件としている。 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－２－①－１ 

福島工業高等専門学校教員選考基準 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－２－①－２ 

福島工業高等専門学校教員選考内規 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

専任教員の採用に係る選考の手続きは，「福島工業高等専門学校における教員採用選考の取扱につ

いて」（資料３－２－①－３）に定められている。教員の採用にあたっては，校長の諮問に応じるた

めに，校長以下，当該学科長等で構成される選考会議を置くこととしている。採用候補者の募集は，

特別の理由がない限り公募で行い，応募のあった者について当該学科長が書類審査により複数名の面

接選考候補者を選考し，校長に報告する（資料３－２－①－４）。校長は，当該学科長等の同席のも

と面接選考候補者に対して面接選考を行う。さらに面接選考候補者は，実際に当該学科の学生を対象

として模擬授業を行うことになっている。校長は，書類選考及び面接選考の結果に基づき，選考会議

の意見を求め，採用候補者を決定する。 

また，非常勤講師の採用に関する規則については，「福島工業高等専門学校教員選考基準」（資料

３－２－①－１）第４条第２項に定められており，専任講師の基準を準用することとしている。 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－２－①－３ 

福島工業高等専門学校における教員採用選考の取扱について 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－２－①－４ 

教員公募通知文 

 

 
 

（出典：総務課資料） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では，教員の採用や昇任に関する規定が明確かつ適切に定められ，規定に則ってチェック機構

を備えた適切な運用がなされており，高等専門学校の使命，福島高専の学習・教育目標及び各学科の

掲げる教育目的に沿った教員組織編成の基本的な方針を反映させることのできるシステムなっている。

教員の採用・昇任については，高等専門学校設置基準のほかに「福島工業高等専門学校教員選考基

準」，「福島工業高等専門学校教員選考内規」が定められており，その運用に関しても「福島工業高

等専門学校における教員採用選考の取扱について」が定められ，それに基づく選考がなされている。

以上の理由から，教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用がな

されている。 

 

 

観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。また，その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校において，教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施する組織として，教育活動全般

について担当する点検及び評価に関する検討委員会と，主に教員の授業に関する資質と能力の向上を

担当する FD 委員会の２つが設置されている（資料３－２－②－１～２）。なお，授業評価アンケー

トを含む FD 委員会の種々の活動に関しては，基準９において詳しく述べる。 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－２－②－１ 資料３－２－②－１ 

福島工業高等専門学校点検及び評価に関する規則 福島工業高等専門学校点検及び評価に関する規則 

福島工業高等専門学校 基準３ 
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福島工業高等専門学校 基準３ 
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（出典：福島工業高等専門学校規則集） 



福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－２－②－２ 

福島工業高等専門学校 FD 委員会規則 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

本校の教育活動に関する定期的な評価システムには，教員による自己評価，教員による相互評価，

学生による教員の評価の３項目から構成されている「国立高等専門学校教員顕彰実施要項」に基づく

評価と，「福島工業高等専門学校における教員業績評価システム」に基づく評価の２つがある。 

「福島工業高等専門学校における教員業績評価システム」は，「国立高等専門学校教員顕彰実施要

項」に基づく評価の３項目に加え，教育，学生指導，研究，地域貢献，管理運営の５つに係る自己採

点と教育，学生指導，研究，地域貢献，入学者対策，管理運営，その他の６つに係る自己申告をもと

に教員の業績を評価するものである。この結果は，校長戦略経費等の競争的研究費の配分に適用する

とともに，「国立高等専門学校教員顕彰実施要項」に基づく国立高等専門学校機構の教員顕彰制度へ

の推薦にも適用されている（資料３－２－①－３）。 

なお，平成 18 年度に本校機械工学科教授が「創造的実践モノづくり教育への功績」の顕彰題目で

長年にわたる高専教育面での顕著な功績が認められ，「国立高等専門学校教員顕彰」の最高賞である

「文部科学大臣賞」を受賞した（資料３－２－①－４）。 
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福島工業高等専門学校 基準３ 
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資料３－２－②－３ 

福島工業高等専門学校における教員業績評価システムについて 

 



福島工業高等専門学校 基準３ 
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（出典：総務課資料） 



福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－２－①－４ 

本校教員の「国立高等専門学校教員顕彰・文部科学大臣賞」受賞について 

 

（出典：「福島民友」新聞掲載記事（平成 19 年４月１日）） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

（分析結果とその根拠理由） 

教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施する組織として，点検及び評価に関する検討

委員会と FD 委員会の２つが設置されている。また，「国立高等専門学校教員顕彰実施要項」及び

「福島工業高等専門学校における教員業績評価システムについて」に基づいて，毎年定期的に教員の

教育活動に関する評価を行っている。以上の理由から，教員の教育活動に関する定期的な評価を適切

に実施するための体制が整備され，実際に評価が行われており，その結果把握された事項に対して適

切な取組がなされている 

 

 

観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 
 

（観点に係る状況） 

本校において編成された教育課程を展開するために，学生課教務係，学生課図書係，技術部が置か

れている（資料３－３－①－１～５）。学生課教務係には係長１人，係員２人（図書係と兼務）が，

学生課図書係には係長１人（教務係長と兼務），司書１人，再雇用職員２人がそれぞれ配置されてい

る。また，技術部には技術部長（教授と兼務）以下，第１班に班長１人と技術職員４人，第２班に班

長１人と技術職員３人，第３班に班長１人と技術専門職員３人，技術職員１人が配置されている。技

術職員は，技術部規則（資料３－３－①－６）に定める実験，実習，卒業研究等の補助、指導を行う

ほか，テータベースを活用した「シラバス作成支援システム」などのウェブ環境を用いた独自のソフ

トウェアの開発と運用に携わるなど（資料３－３－①－７），有効な教育支援を行っている。なお，

技術部への実験・実習以外の教育支援の依頼は，正式な依頼申請書（資料３－３－①－８）を提出し

て行うこととしている。 

 

資料３－３－①－１ 

事 務 分 掌 図 

 

（出典：福島工業高等専門学校要覧） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 
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資料３－３－①－２ 

 

福島工業高等専門学校事務部組織及び事務分掌規則 

（第 10 条第３項及び第４項） 

 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校規則集） 

 



福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－３－①－３ 

 

福島工業高等専門学校技術部規則 
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福島工業高等専門学校 基準３ 
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（出典：福島工業高等専門学校規則集） 



福島工業高等専門学校 基準３ 
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資料３－３－①－４ 

 

技術部の概要 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校ホームページ） 



福島工業高等専門学校 基準３ 
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資料３－３－①－５ 

技術部組織図 

 

 
 

（出典：福島工業高等専門学校ホームページ） 



福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－３－①－６ 

技術職員一覧 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校ホームページ） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－３－①－７ 

 

 
 

（出典：論文集「高専教育」第 28 号） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

資料３－３－①－８ 

技術部への依頼申請書 

 

（出典：技術部資料） 
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福島工業高等専門学校 基準３ 

 89

（分析結果とその根拠理由） 

「福島工業高等専門学校事務部組織及び事務分掌規則」及び「福島工業高等専門学校技術部規

則」により，事務職員及び技術職員の教育支援に関する組織と支援内容が明確に定められており、そ

れに基づいて，実際に教育課程を実施展開するのに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者が適切

に配置され，有効な教育支援を行っている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・「国立高等専門学校教員顕彰実施要項」，「福島工業高等専門学校における教員業績評価システム

について」に基づいた評価結果を，競争的研究費の配分や国立高等専門学校機構の教員顕彰制度へ

の推薦に適用している。 

・技術職員が，学生の実験，実習，卒業研究等の補助、指導を行うほか，テータベースを活用した

「シラバス作成支援システム」などのウェブ環境を用いた独自のソフトウェアの開発と運用に携わ

るなど，有効な教育支援を行っている。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

一般科目担当の専任教員及び専門科目担当の専任教員の数は，いずれも高等専門学校設置基準を

満たしている。一般科目担当の教員は，「福島高専の学習・教育目標」等に沿った教育課程の授業科

目構成に合わせて，各教科にバランスよく配置されている。また，専門科目担当の教員は，各自の専

門分野に対応した科目を担当するようになっているほか，企業での実務経験者や技術士や税理士の資

格を有する専任教員も配置している。専攻科担当教員は「福島工業高等専門学校専攻科を担当する教

員に関する要項」により選考され，十分な研究実績をもつ博士の学位取得者を中心に配置されており，

また，本校の特色であるシナジー教育や技術経営教育に適任の専任教員を配置している。 

専任教員の採用に当たっては，年齢，性別のみならず企業での実務経験，教育経歴や技術士等の

資格の取得状況も考慮し，教員組織の活動の活発化を図るとともに，専任教員の在職中における学位

取得の積極的な支援や教育活動等で功績のあった教職員の表彰も行っている。 

教員の採用・昇任については，高等専門学校設置基準のほか「福島工業高等専門学校教員選考基

準」，「福島工業高等専門学校教員選考内規」，「福島工業高等専門学校における教員採用選考の取

扱について」等に基づいて適切に行っており，採用には公募制を導入している。また，昇任にあたっ

ては，教育業績（教育上の能力），研究業績，校務分掌での経歴及び学位取得状況等の基準を満たす

ことを条件としている。 

教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施する組織として，点検及び評価検討委員会と

FD 委員会の２つが設置されており，「国立高等専門学校教員顕彰実施要項」，「福島工業高等専門

学校における教員業績評価システムについて」に基づいて評価が行われている。この結果は，競争的

研究費の配分と国立高等専門学校機構の教員顕彰制度への推薦にも適用している。 

また，編成された教育課程を展開するために，教育支援者として学生課教務係，学生課図書係，技

術部が配置され，学生の教育指導に関して有効な教育支援が行われている。 


